    2012年3月30日

各事業所

総務人事部課長　殿

写）各事業所健康管理担当部課長　殿

業務支援統括部長
〔印略〕

富士通健康保険組合
常務理事〔印略〕
2012年度疾病予防事業等の実施について（ご通知）

日頃より、当健康保険組合の業務運営につきましては、種々ご配慮いただき厚くお礼申しあげます。

当健康保険組合では、被保険者と被扶養者の皆様の疾病予防と日常の健康増進施策を行い、健康意識と健康度を高めるよう種々事業を実施しております。

今般、2012年度の疾病予防事業等の費用補助につきまして、下記のとおり実施いたしますので、ご通知申しあげます。

また、2011年度の受診率や被保険者へ実施したアンケート結果等を踏まえ、2012年度の健診制度を一部改訂いたしましたので、被保険者と被扶養者の健診受診について、更に推進していただきますよう、ご協力の程よろしくお願い申しあげます。
記

Ⅰ．継続事業について

継続事業の事業詳細につきましては、事業所担当者用ホームページへ掲載しておりますので、ご確
認願います。
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富士通健康保険組合　事業所担当者用ホームページ

「トップページ＞ノウハウ集＞保健福祉＞手続きの流れ」をご確認ください。 
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【継続事業】

・生活習慣病健康診断費用補助

（一次健診・二次検査・前立腺腫瘍マーカー（PSA検査）・歯科検診（口腔検診・歯石除去・ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ指導））

・海外駐在員および帯同家族の健康診断費用補助

（健康診断・配偶者健診・婦人科健診・各種予防接種）

・脳ドック、肺ドック、内臓脂肪検診費用補助

・特定保健指導の実施に伴う費用補助

・インフルエンザワクチン接種費用補助

・健康電話相談「富士通健保ファミリー健康相談」

・定期健康訪問相談

・介護電話相談

Ⅱ．制度改訂について

１．被保険者婦人科健診および配偶者健診「本人負担額の無料化・費用補助額」等の見直し

近年、乳がん発症率は高く、健診による早期発見・早期治療が本人の負担軽減に繋がることからも、受診率向上のため種々施策を行っておりますが、未だ受診率は女性従業員の婦人科健診：31％、被扶養者健診の配偶者健診：38％、家族健診：22％と低い状況です。（2010年度実績）

また、施策検討において、受診率が高く優れた健保組合へ実施状況の調査を行い、「個人負担額の軽減」と「若年層からの健診習慣化」が重要であること、更に2011年度被保険者へのアンケート実施回答の受診しない理由が以下グラフのとおり「受診する時間が取れない」、「無料ではない」という結果であることから、①と②を含め、従業員の皆様へ広報いただくと共に、より一層推進していただきますようよろしくお願いいたします。
1 受診する時間が取れない　⇒各事業所での健康診断実施時に合わせて婦人科健診が実施できる
よう取り組み、受診勧奨をお願い申しあげます。

2 無料ではない　⇒2012年度より被保険者婦人科健診および配偶者健診の本人負担額の無料化と
費用補助上限額、配偶者健診対象年齢等、本人負担の軽減に繋がる改善を図
りました。

【制度改訂内容】
	区分
	対象者
	2011年度
	
	2012年度

	
	
	本人負担額
	立替払い（償還）
補助額上限額
	
	本人負担額
	立替払い（償還）

補助額上限額

	被保険者
	婦人科健診
	従業員：全員

特退者：全員

任継者：30歳以上
	1,000円
	9,000円
	
	なし
	婦人科健診

上限税込13,000円

	被扶養者（配偶者）
	一般健診
	当該年度内40歳以上
	3,000円
	生活習慣病健診

20,000円
	
	なし
	生活習慣病健診

上限税込26,000円

	
	
	35歳～39歳
	
	
	
	なし
	定期健康診断

上限税込10,000円

	
	
	　　　～34歳
	補助対象外
	
	
	

	
	婦人科健診
	当該年度内40歳以上
	1,000円
	9,000円
	
	なし
	婦人科健診

上限税込13,000円

	
	
	25歳～39歳
	
	
	
	
	

	
	
	　　　～24歳
	補助対象外
	
	
	


　　※婦人科健診対象：女性
２．海外勤務者について
海外勤務者、帯同家族（被扶養者）へ年1回定期健康診断を受診するよう、ご指導いただきたく存じます。なお、健康診断に伴う費用補助につきましては次のとおりといたします。


【国内（赴任前・一時帰国時・帰任時）での健康診断について】
	対象者
	区分
	健康保険組合補助額

	海外駐在員

および

帯同家族（被扶養者）
	定期健康診断・生活習慣病健診
	健診費用 × 1/2

（上限税込15,750円まで）

	
	帯同配偶者健診
※2013年度から国内規程適用
	上限税込20,000円
（健診費用35,000円以内＝本人負担0円）

	
	婦人科健診　※対象：女性
	上限税込13,000円

（本人負担額0円）

	健診補助項目

	御社で定められている海外健診について補助いたします。

【ご参考】

※富士通㈱の海外勤務者は、生活習慣病健診対象者を除き、法令に準ずる健診項目となります。
・人事内規　http://er.fujitsu.com/koukai/naiki/pnai4207.htm　

※富士通㈱海外勤務者・帯同家族(被扶養者）の一時帰国時健診については、富士通㈱海外勤務者ホーム
ページをご参照ください。

・海外勤務者ホームページ　http://er.fujitsu.com/kokusai/


【海外（勤務地）での健康診断について】
	対象者
	区分
	健康保険組合補助額

	海外勤務者

および

帯同家族（被扶養者）
	定期健康診断・生活習慣病健診
	健診費用 × 1/2（上限なし）

	
	帯同配偶者健診
※2013年度から国内規程適用
	上限税込20,000円

（健診費用35,000円以内＝本人負担0円）

	
	婦人科健診　※対象：女性
	健診費用 × 1/2（上限なし）

（本人負担額0円）

	健診補助項目

	御社で定められている海外健診について補助いたします。

【ご参考】

※富士通㈱の海外勤務者・帯同家族（被扶養者）については、富士通㈱海外勤務者ホームページをご参照ください。

・海外勤務者ホームページ　http://er.fujitsu.com/kokusai/


Ⅲ．ご依頼事項について

　
１．被保険者婦人科健診（乳がん検診・子宮頸がん検診）の推進について
先般、「2012年度検診車による婦人科健診の実施について」ご依頼させていただきましたとおり、女性従業員皆様の婦人科健診受診機会および受診勧奨等、以下について、ご理解とご協力をお願い申しあげます。


■検診車による婦人科健診の実施　
富士通クリニック他、先般ご依頼したレポート内容をご確認のうえ、ご協力願います。

■事業所健診時の婦人科健診実施について

貴事業所の健康診断実施時等に婦人科健診（乳がん検診・子宮頸がん検診）の受診体制を整えていた
だきますようお願いいたします。

婦人科健診を実施（ご契約）につきましては、以下の当健康保険組合の契約に準じてご対応願います。

　　　【富士通健保組合の契約健診機関　婦人科健診契約検査】
　　　　　・乳がん検診　　　触診・乳腺エコー（超音波検査）またはマンモグラフィ検査

　　　　　・子宮頸がん検診　細胞診（内科時に超微量の分泌物を採取のうえ検査）
※婦人科健診再検査(二次検査)は補助対象外となりますので、健康保険証で受診してください。
※費用補助回数：年1回／人（その他受診方法にて補助を受けている場合は、補助対象外となります。）
《注意事項》

市区町村助成がある場合は、自己負担された健診費用について補助いたしますので、助成金を差し

引いた健診費用を記入して申請してください。

※健診費用全額に対し健保組合の補助金を受け取ってしまうと二重に給付をうけることとなるため、返還
請求の対象となる場合がありますのでご承知おきください。
（助成内容は従業員が居住している市区町村へご確認ください。）

■富士通健保組合の契約健診機関・巡回健診・立替え請求（償還）の利用について

上記、実施体制が難しい事業所につきましては、当健保組合にて実施している制度をご紹介ください。

・富士通健康保険組合ホームページ　

「トップページ＞健康診断のススメ＞被保険者婦人科健診」をご確認ください
　　　　【2012年度立替請求（償還）提出期日】　2013年5月31日（金）（健康保険組合必着）

２．健康診断結果データのご提供について

2011年度より開始した「特定保健指導の実施に伴う費用補助」を効果的に実施していただくためにも、健康診断の結果データは速やかにご提供ください。
　また、全事業所よりご提供いただいた健診結果データの取り込み状況（最新情報）は、ヘルスアップF@milyへ掲載しておりますので、定期的にご確認ください。


・ヘルスアップF@mily　（管理者画面）
　https://www.healthup.kenpo.fujitsu.com/PHR/Admin/70/A70S0S01.aspx
【健康診断結果データの送付、およびアップロード方法】
ヘルスアップＦ＠ｍｉｌｙ管理者画面　
「操作マニュアル（16健康情報アップロード）」をご参照ください。
３．被扶養者健診（配偶者健診・家族健診）の推進について

先般、ご案内したとおり、被扶養者健診対象者のご自宅宛へ「2012年度健診のご案内」を送付いたしました。
従業員の皆様に『被扶養者健診の重要性』をご理解いただき、従業員からご家族に対して健康診断を勧めていただくことが効果的であるため、事業所の安全衛生委員会やイベント等、多岐にわたり従業員の皆様へ広報いただきますようお願いいたします。


・富士通健康保険組合ホームページ
「トップページ＞健康診断のススメ＞『配偶者健診』または『家族健診』」をご確認ください。
４．インフルエンザワクチン接種費用補助について

従業員およびご家族の健康な生活を守ることを目的とした疾病予防事業の一環として年間を通して「インフルエンザワクチン接種費用補助」を希望者に対して自己負担金の軽減を図るべく実施しております。

各自が疾病予防に努められますようホームページにてご案内しておりますので、事業所ご担当部門におかれましては申請書のとりまとめ等、引き続きご協力をお願い申しあげます。

なお、2012年度（2012年4月1日～2013年3月31日接種分）の申請書提出期限につきましては以下のとおりです。

【2012年度提出期限】
2013年4月19日（金）（健康保険組合必着）

Ⅳ．その他ご連絡事項について

■各種必要書類等

　　各種請求書フォーマットは「事業所担当者用ホームページ」「富士通健康保険組合ホームページ」より最新版を入手してお使いください。

・事業所担当者用ホームページ　「トップページ＞ダウンロード＞保健福祉関連」 

	1 生活習慣病健康診断等（7様式分）の健康保険組合補助について
	1式

	2 海外駐在員及び帯同家族の健康診断に伴う健保補助の請求について
	1式

	3 海外勤務者/予定者　予防接種費用の補助金請求書（インフルエンザ以外）
	1式

	4 脳ドック・肺ドック・内臓脂肪検診費用補助金請求書（事業所支払）
	1式

	5 インフルエンザワクチン接種費用の補助金請求書（集団接種）
	1式


・富士通健康保険組合ホームページ　「トップページ＞申請書一覧＞7.保健福祉について」

	1 脳ドック・肺ドック・内臓脂肪検診補助金請求書について
	1式

	2 インフルエンザワクチン接種費用の補助金請求書
	1式



■富士通健康保険組合事業所担当者用ホームページ

https://kenpo.jp.fujitsu.com/staff/index.html　（パスワード：staff222）

■富士通健康保険組合ホームページ

　  　https://kenpo.jp.fujitsu.com/　（パスワード：fjkenpo222）

　
以　上

【お問い合わせ先　保健福祉グループ　外線：０４４－７３８－３０１１】
　各担当者のメールアドレスは「事業所担当者用ホームページ　担当者一覧」をご覧ください。

	疾病予防業務
	担当者
	内線

	従業員健康診断等の費用補助
	山中
	7129-5453

	配偶者健診／婦人科健診／特退者健診・任継者健診／
家族健診／巡回健診／特定健康診査受診券発行
	宮川
	7129-5449

	
	山本
	7129-5454

	
	小池
	7129-5465

	健康増進セミナー・イベント費用補助
	山中
	7129-5453

	インフルエンザワクチン接種費用補助
	宮川
	7129-5449

	
	矢萩
	7129-5451

	ヘルスアップサポートセミナー
	木梨
	7129-5456

	
	白尾
	7129-5459

	定期健康訪問相談
	矢萩
	7129-5451
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